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戦
時
下
の
部
落
問
題

は
じ
め
に

戦
時
体
制
下
に
お
い
て
、
部
落
問
題
が
ど
の
よ
う
な
特
質
を
持
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
の

が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
を
設
定
し
た
理
由
は
、
第
一
に
、
こ
の
時
期
の
研
究
が

き
わ
め
て
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
欠
如
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
状
況
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

（
旺
1
）
。
部
落
問
題
の
史
的
究
明
が
全
体
と
し
て
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、
か
つ
戦
時
体
制
と
い

う
特
異
な
状
況
に
お
い
て
、
宋
解
放
部
落
住
民
（
以
下
部
落
住
民
と
い
う
）
の
生
活
、
行
政
・

運
動
が
複
雑
な
展
開
を
遂
げ
て
、
こ
れ
の
把
塩
が
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
ま

た
、
水
平
運
動
が
こ
の
時
期
に
融
和
主
義
化
し
、
本
来
の
路
線
か
ら
大
き
く
変
化
し
た
た
め

に
、
運
動
家
も
研
究
者
も
本
格
的
に
取
り
あ
げ
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
の
部
落
問
題
を
研
究
す
る
意
義
は
、
ま
ず
研
究

の
欠
如
を
禰
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。

第
二
の
理
由
は
、
戦
時
体
制
が
部
落
外
に
あ
た
え
た
影
響
と
部
落
に
あ
た
え
た
影
響
の
異
同

を
考
え
る
こ
と
で
、
戦
時
体
制
全
体
の
果
た
し
た
役
割
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
打
た
め
に
ま
ず
部
落
へ
の
影
響
を
実
証
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
三
の
理
由
は
、
戦
前
の
部
落
問
題
の
状
況
、
と
り
わ
け
部
落
の
生
活
が
、
戦
時
体
制
下
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
そ
れ
が
第
二
次
大
戦
後
の
部
落
の
生
活
に
ど
う
継
承
さ
れ
て
い

っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
由
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
戦
時
下
の
部
落
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
も
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
課
題
の
う
ち
、
と
く
に
日
中
戦
争
が
開
始
さ
れ
た

翌
l
九
三
八
年
（
昭
和
十
三
）
に
、
「
物
資
動
員
」
に
よ
っ
て
部
落
住
民
の
失
業
・
休
業
、
転

業
・
転
職
が
起
こ
っ
た
問
題
に
着
日
し
た
い
。
そ
こ
で
は
U
日
中
戦
争
に
ょ
る
物
資
動
員
が
部

落
住
民
に
あ
た
え
た
実
態
面
部
落
住
民
の
失
業
・
転
職
等
に
つ
い
て
の
行
政
の
対
策
槻
同
じ
く

融
和
団
体
の
対
応
㈲
全
国
水
平
社
の
対
応
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　
日
中
戦
争
が
部
落
住
民
の
生
活
に
あ
た
え
た
影
響

日
中
戦
争
が
開
始
さ
れ
て
た
だ
ち
に
起
こ
っ
た
問
題
は
、
中
国
か
ら
原
料
を
輸
入
し
て
い
る

産
業
部
門
の
状
況
で
あ
る
。
た
と
え
ば
有
力
な
部
落
産
業
の
一
つ
で
あ
る
履
物
の
竹
反
義
製
造

業
で
は
、
原
料
の
「
支
那
竹
皮
」
が
戦
争
の
た
め
産
地
が
混
乱
し
て
出
荷
困
難
と
な
り
、
し
か

も
輸
入
制
限
等
に
ょ
っ
て
供
給
が
円
滑
を
欠
き
、
竹
皮
表
業
者
の
営
業
が
困
難
に
な
っ
た
（
2
）
。

竹
皮
は
毎
年
五
〇
〇
～
六
〇
〇
万
足
を
生
産
し
、
加
工
業
者
を
加
え
た
従
業
者
は
約
l
〇
万
人

に
達
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
部
落
住
民
で
あ
っ
た
た
め
に
部
落
産
業
へ
の
影
響
は
大
き
く
、
そ

の
対
策
が
い
ち
早
く
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
3
）
。

さ
ら
に
こ
の
あ
と
に
く
る
物
資
動
員
の
た
め
に
国
民
、
と
り
わ
け
部
落
住
民
へ
の
影
響
は
き

わ
め
て
大
き
く
、
経
済
的
問
題
か
ら
さ
ら
に
社
会
的
問
題
に
さ
え
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
物
資
動
員
に
よ
る
失
業
・
休
業
、
転
業
・
転
職
の
問
題
で
あ
る
。
日
中
戦
争
下
の
失

薯
∵
転
業
等
国
民
に
大
き
な
影
響
が
表
れ
て
き
た
理
由
は
、
日
中
戦
争
を
遂
行
し
て
い
く
た
め

に
物
資
動
員
計
画
が
立
て
ら
れ
、
重
要
物
資
を
統
制
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
）
七
月
七
日
に
は
じ
ま
っ
た
日
中
戦
争
が
、
中
華
民
国

政
府
お
よ
び
そ
の
国
民
の
抵
抗
に
遇
っ
て
早
期
解
決
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
に
、
政
府
は
戦
争

経
済
の
観
点
か
ら
物
資
動
員
計
画
を
立
て
る
。
こ
れ
は
翌
三
八
年
（
昭
和
十
三
）
　
l
月
十
六
日

の
閣
議
で
「
昭
和
十
三
年
度
物
資
動
員
計
画
」
を
決
定
し
た
時
点
か
ら
計
画
さ
れ
、
三
月
一
日

に
は
商
工
省
が
「
綿
糸
配
給
統
制
規
則
」
を
公
布
し
て
綿
糸
の
割
当
票
制
度
を
実
施
し
、
こ
れ

が
最
初
の
切
符
制
と
な
っ
た
（
4
）
。
四
月
一
日
国
家
総
動
員
法
が
公
布
さ
れ
、
五
月
五
日
施
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行
、
大
き
く
事
態
が
転
換
し
、
諸
物
資
の
生
産
配
給
動
員
が
政
府
に
よ
っ
て
掌
逢
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
五
月
九
日
勅
令
に
よ
る
「
臨
時
物
資
調
整
局
」
官
制
の
公
布
に
よ
っ
て
商
工
省
外

局
の
物
資
統
制
の
中
央
磯
関
が
設
置
さ
れ
、
五
月
二
十
五
日
に
は
勅
令
に
ょ
る
「
需
給
調
整
協

諌
会
」
の
設
置
に
よ
り
輸
出
入
品
等
臨
時
措
置
法
に
よ
る
物
品
別
調
整
意
蘭
が
で
き
た
（
5
）
。

こ
の
よ
う
な
物
資
動
員
組
織
体
制
を
確
立
し
た
の
ち
、
六
月
二
十
三
日
政
府
は
、
鉄
鋼
・
非

鉄
金
属
・
綿
花
・
羊
毛
・
皮
革
・
生
ゴ
ム
・
石
油
な
ど
三
三
品
目
の
物
資
の
使
用
制
限
を
声
明

し
、
六
月
二
十
九
日
綿
製
品
製
造
制
限
に
関
す
る
商
工
省
令
を
公
布
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、

七
月
一
日
皮
革
使
用
制
限
規
則
を
定
め
た
。
そ
の
後
二
　
二
カ
月
の
間
に
い
く
つ
か
の
重
要
物

資
の
使
用
制
限
規
則
、
配
給
統
制
規
則
を
定
め
た
。
こ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
原
料
は
一
般
国
内

需
要
に
対
し
て
は
製
造
禁
止
ま
た
は
数
量
が
減
少
さ
せ
ら
れ
、
す
べ
て
軍
需
の
充
足
と
輸
出
品

に
対
し
て
の
み
供
給
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
こ
れ
ら
の
僅
類
の
物
資
を
原
料
と

し
て
使
っ
て
い
る
工
業
及
び
そ
の
製
品
の
販
売
・
配
給
に
従
事
し
て
い
た
商
店
等
で
は
事
業
不

振
に
陥
り
、
従
業
員
の
解
雇
・
整
理
等
に
よ
っ
て
閉
店
廃
業
す
る
者
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
（
6
）
。

中
央
融
和
事
業
協
会
が
一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
）
三
月
末
日
現
在
を
も
っ
て
調
査
し
た

「
融
和
事
業
関
係
地
区
産
業
並
び
に
職
業
転
換
状
況
」
（
7
）
記
載
の
「
失
・
休
業
者
並
び
に
要
転

業
職
者
状
況
」
を
ま
と
め
た
も
の
が
第
1
表
で
あ
る
。
産
業
全
体
を
み
る
と
、
失
・
休
業
者

戸
数
五
・
八
％
、
同
人
口
四
二
二
％
、
要
転
業
職
者
戸
数
八
・
三
％
、
同
人
口
六
・
四
％
、
合

計
戸
数
l
四
・
l
％
、
人
口
一
〇
・
七
％
に
連
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
十
数
％
と
い
う
高
い
率

で
失
・
休
業
、
要
転
業
職
者
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
中
央
融
和
事
業
協
会
傘
下

の
融
和
団
体
の
調
査
可
能
地
域
の
数
字
で
は
あ
る
が
、
深
刻
な
実
態
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
産
業
別
に
内
容
を
み
る
と
、
失
・
休
業
者
戸
数
・
人
口
お
よ
び
要
転
業
職
者
戸
数
・

人
口
と
滝
に
、
そ
し
て
両
者
の
合
計
も
と
も
に
、
多
い
順
に
み
る
と
、
①
雑
業
◎
商
業
◎
工
業

④
日
雇
業
①
そ
の
他
⑨
腱
・
漁
業
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
割
合
で
み
る
と
、
雑
業
と
い
う
不
安

定
な
分
野
が
も
っ
と
も
影
響
が
大
き
く
、
そ
の
雑
業
の
内
容
で
日
立
つ
の
が
靴
修
繕
業
・
履
物

修
繕
業
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
皮
革
統
制
・
履
物
蓑
統
制
の
影
響
を
強
く
う
け
た
の
で
あ
る
。
つ

い
で
配
給
統
制
に
ょ
る
被
害
の
大
き
か
っ
た
商
業
に
割
合
が
高
い
。
皮
革
商
・
手
皮
商
・
靴

商
・
履
物
商
・
屠
畜
獣
肉
商
な
ど
部
落
住
民
が
従
事
す
る
商
業
に
お
い
て
割
合
が
高
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
工
業
に
割
合
が
高
く
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
製
革
業
・
製
革
付
随
製
造

業
・
製
靴
業
・
製
靴
以
外
の
皮
革
加
工
業
・
履
物
製
造
業
・
履
物
蓑
（
竹
皮
・
椋
棉
・
藁
）
製

造
業
・
竹
細
工
製
造
業
な
ど
が
あ
っ
た
。

以
上
の
諸
産
業
の
中
で
も
っ
と
も
高
い
雑
業
ほ
、
共
・
林
業
戸
数
l
八
・
四
％
、
同
人
口
一

う

ま

　

　

　

　

恥
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第1表　失・休業者ならびに要転業職者状況

戸　　　　　数 ��ﾈ�������������B�

手首「訂可‾訂‾ 偃Xﾝ緯�ｼc�ﾇb�

（註）三一書房刊『部落問題・水平運動資料集成』第3巻により作成。器印訂正数。
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和

八
・
七
％
、
要
転
業
職
者
戸
数
二
三
・
五
％
、
同
人
ロ
二
二
・
四
％
と
高
く
、
両
者
合
計
戸
数
四

二
九
％
、
人
口
四
二
二
％
と
半
数
に
近
い
打
撃
を
こ
う
む
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
商

業
は
同
じ
く
合
計
二
二
八
％
と
二
〇
二
l
亮
、
工
業
は
一
八
・
八
％
と
一
五
・
四
登
日
雇

業
は
二
二
・
八
％
と
〓
丁
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
鼻
・
漁
業
は
そ
れ
で
も
被
害
は
少
な
く
、

失
・
休
業
戸
数
丁
七
％
、
同
人
口
〇
二
ハ
％
、
転
業
職
者
戸
数
・
人
口
を
加
え
て
も
そ
れ
ぞ

れ
戸
数
五
・
三
％
、
人
口
三
・
八
％
で
、
他
産
業
と
状
況
は
少
し
異
な
っ
て
い
た
。

つ
ぎ
に
右
の
『
状
況
』
の
中
の
「
各
府
県
別
失
・
休
業
者
並
び
に
要
転
業
職
者
状
況
」
（
8
）
を

み
る
と
、
失
・
休
業
者
、
要
転
業
職
垂
戸
数
だ
け
で
い
う
と
、
香
川
県
（
三
六
二
％
）
を
筆

頭
に
大
阪
・
福
井
・
長
崎
・
千
葉
・
山
梨
・
岐
阜
の
各
府
県
が
二
〇
～
三
〇
％
台
に
位
置
し
、

岡
山
・
広
島
・
島
根
・
神
奈
川
・
高
知
・
長
崎
・
鹿
児
島
・
茨
城
・
福
岡
・
栃
木
の
各
県
が
一

〇
％
以
下
で
、
最
低
は
栃
木
県
の
〇
・
六
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
み
る
と
、
と
く
に
地
域
的
な

特
色
と
い
う
も
の
は
は
っ
き
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
統
計
に
よ
っ
て
失
・
休
業
者
お
よ
び
要
転
業
職
者
の
動
向
を
み
た
の
で
、
こ

れ
を
地
域
に
お
い
て
さ
ら
に
具
体
的
に
実
情
を
明
ら
か
に
し
て
み
ょ
う
。
京
都
府
の
例
で
あ
る
。

一
九
三
九
年
三
月
京
都
府
社
会
課
は
、
社
会
事
業
費
中
の
失
業
救
済
施
設
費
と
し
て
失
業
者
生

業
援
護
費
を
「
物
資
動
員
二
田
ル
失
業
者
ノ
生
業
援
添
二
関
ス
ル
件
」
（
9
）
と
し
て
支
出
し

た
。
そ
の
と
き
に
該
当
の
京
都
市
・
福
知
山
市
・
舞
鶴
市
・
東
舞
鶴
市
、
久
世
郡
・
乙
訓
郡
・

加
佐
郡
・
相
楽
郡
各
一
村
の
計
四
市
と
四
部
四
村
の
部
落
住
民
か
ら
一
九
三
九
年
三
月
現
在
の

「
実
地
調
査
書
」
が
l
世
帯
ご
と
に
添
え
ら
れ
て
、
支
出
の
た
め
の
資
料
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
調
査
書
に
ょ
っ
て
二
九
世
帯
の
生
業
援
護
世
帯
の
実
態
を
ま
と
め
た
も
の
が
第
2
表
で
あ

り
、
こ
れ
に
ょ
っ
て
職
業
を
集
計
し
た
の
が
第
3
表
で
あ
る
。
も
っ
と
も
多
い
工
業
（
九
人
）

は
零
細
な
靴
製
造
販
売
が
多
く
、
つ
い
で
座
業
（
六
人
）
は
す
べ
て
小
作
盤
で
あ
る
。
商
業

（
五
人
）
も
店
員
・
行
商
が
大
部
分
で
あ
り
、
日
雇
第
・
雑
業
は
も
っ
と
も
不
安
定
な
職
業
で

あ
り
、
そ
の
他
は
、
人
力
串
夫
・
荷
馬
車
挽
業
と
い
う
零
細
な
交
通
関
係
で
あ
っ
た
。
家
族
人

員
は
五
1
六
人
が
も
っ
と
も
多
く
、
平
均
五
・
五
人
で
あ
る
。
収
入
月
額
を
階
層
別
に
ま
と
め

る
と
第
4
表
の
よ
う
に
な
る
。
一
世
帯
当
り
三
〇
円
台
が
も
っ
と
も
多
く
、
平
均
二
七
円
七
〇

銭
と
少
な
い
収
入
で
あ
り
、
全
く
収
入
の
な
い
世
帯
も
あ
る
。
収
入
見
積
額
と
生
活
（
支
出
）
見

積
額
を
比
較
し
て
み
る
と
（
第
5
表
）
、
収
入
不
足
額
は
平
均
年
額
二
四
六
円
六
二
銭
と
な
り
、

収
入
不
足
額
を
階
層
別
に
み
る
と
一
〇
〇
1
1
1
0
0
円
台
の
不
足
が
も
っ
と
も
多
く
、
つ
い
で

三
〇
〇
～
四
〇
〇
円
台
が
つ
づ
く
。
な
か
に
は
六
〇
〇
円
以
上
の
赤
字
を
抱
え
て
い
る
者
も
あ

った。こ
の
よ
う
に
二
九
世
帯
の
職
業
お
よ
び
収
入
・
支
出
見
横
額
・
家
族
人
見
な
ど
を
み
る
と
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（
裡
）
　
舛
嶺
毎
社
葦
ゆ
埼
聾
轟
望
薄
料
彗
毎
顎
淳
沖
姻
「
軍
叫
詔
憩
・
肇
肝
妙
・
沖
辞
辞
＞
・
蕗
混
藤
咄
・
詞
冷
簿
昏
（
腎
妙
栗
）
」
（
東
署
に
㊥
）
打
口
謡
熟
0

．斗一　　　　　¶



第3表　職業別の生業援護

世帯数

計　1　　29l lOO．0

（註）原拠は第2表に同じ。

戦時下の部落問題

第4表　収入階層別世帯数（月額）

世　帯　数
階　層　別

収　入　額

計　l　　　　29

（註）原拠は第2表匿同じ。

第5表　階層別収入不足金額

世帯数（年額）

讐驚瞥副　世帯数

500′一600

400′一500

300・・一400

200′・一300

100′一200

0′－ノ100

計　l　　　29

（註）原拠は第2表に同じ。
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伽

き
、
な
ぜ
失
・
休
業
お
よ
び
転
業
磯
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
「
実
地
調
査

書
」
の
「
具
他
参
考
事
項
」
を
み
る
と
そ
の
間
の
事
情
が
明
白
に
な
る
。
そ
の
例
は
、

①
荷
馬
車
換
子
の
青
年
が
、
「
馬
専
用
具
ハ
軍
馬
ト
シ
テ
徴
発
セ
ラ
レ
為
メ
ニ
失
業
セ
シ
モ

ノ
ナ
リ
」
と
い
う
理
由
で
失
業
し
、
機
械
工
に
な
る
た
め
機
械
工
補
導
所
に
入
所
中
の
生
活
費

と
し
て
四
五
円
支
給
さ
れ
る
。

㊤
鍛
冶
英
の
一
人
は
「
鉄
材
統
制
ノ
為
鍛
冶
業
継
続
困
難
ニ
シ
テ
失
業
状
態
ト
ナ
リ
生
活
困
窮

ス
」
と
し
て
、
米
・
麦
・
野
菜
栽
培
の
小
作
集
業
を
す
る
た
め
援
護
金
七
〇
円
を
リ
ヤ
カ
ー
．
1

台
の
農
具
購
入
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
。

④
あ
る
靴
工
職
は
「
皮
革
統
制
ニ
テ
失
業
ス
」
と
し
て
小
作
果
菜
に
転
じ
て
薬
草
球
根
栽
培
・

米
・
麦
・
玉
葱
等
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
、
技
術
を
学
ぶ
た
め
の
指
導
地
出
張
旅
費
・
リ
ヤ
カ

ー
二
円
・
鼻
具
購
入
費
分
と
し
て
七
〇
円
の
援
護
金
を
支
給
さ
れ
た
。

④
あ
る
靴
職
人
は
皮
革
統
制
に
よ
り
豆
腐
製
造
な
ら
び
に
小
売
に
転
業
し
た
。

以
上
、
四
例
だ
け
述
べ
た
け
れ
ど
も
、
転
業
職
後
の
職
業
と
生
業
費
（
援
護
金
）
は
前
掲
第

2
蓑
の
と
お
り
で
、
新
し
い
軍
需
産
業
に
従
事
す
る
た
め
に
機
械
工
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
圧

倒
的
に
多
く
（
九
人
）
、
つ
い
で
は
農
業
小
作
・
養
畜
菓
（
五
人
）
で
あ
り
、
ま
た
行
商
な
ど

の
商
業
も
あ
っ
た
（
五
人
）
。
生
業
費
は
二
〇
円
モ
七
〇
円
と
な
り
、
平
均
五
五
円
で
あ
っ

た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
失
・
休
業
者
お
よ
び
転
業
職
者
の
現
乗
は
こ
の
よ
う
に
き
び
し
く
、
部

落
住
民
に
と
っ
て
日
中
戦
争
に
よ
る
物
資
動
員
は
深
刻
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

ニ
　
失
・
休
業
者
な
ら
び
に
転
業
職
者
に
封
す
る
行
政
の
対
策

政
府
は
、
失
・
休
業
者
な
ら
び
に
転
業
職
者
が
物
資
動
員
の
計
画
を
進
行
さ
せ
て
い
く
過
程

で
増
加
し
て
き
た
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
対
策
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
ま
ず
中

央
・
地
方
に
失
業
対
策
委
員
会
を
設
け
、
こ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
一
九
三
八
年
（
昭
和
十

三
）
九
月
二
十
二
日
商
工
省
に
転
業
対
策
部
を
、
厚
生
省
に
失
業
対
策
部
を
設
置
し
、
物
資
統

制
強
化
に
ょ
っ
て
起
こ
っ
た
中
小
商
工
業
者
を
中
心
と
し
た
失
・
休
業
者
等
を
考
え
る
検
閲
と

し
た
の
で
あ
る
（
M
）
。
中
央
失
業
対
策
委
員
会
は
八
月
三
日
第
l
回
総
会
を
開
き
、
特
別
委
員

会
を
設
置
し
て
、
焦
眉
の
急
と
し
て
失
業
救
済
対
策
の
具
体
秦
を
ま
と
め
、
同
月
十
八
日
総
会

で
答
申
を
決
定
し
て
木
戸
厚
相
に
答
申
し
た
（
n
）
。
そ
の
前
文
に
お
い
て
、

政
府
は
速
に
各
懲
産
業
の
維
持
継
続
の
方
途
を
請
じ
て
失
業
の
防
止
に
カ
を
致
し
、
其
の
維

持
継
続
の
困
難
な
る
も
の
に
対
し
て
ほ
転
業
又
は
就
職
の
指
導
幹
旋
を
為
す
等
事
態
に
応
じ

て
之
が
防
止
救
済
転
万
全
を
期
し
、
以
て
挙
国
一
致
長
期
戦
時
態
勢
を
堅
持
せ
ざ
る
べ
か
ら
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ず。
と
述
べ
、
「
失
業
対
策
要
綱
」
と
し
て
一
般
方
策
・
防
止
方
策
・
救
済
方
策
の
三
点
か
ら
応
急

策
を
掲
げ
た
。
物
資
動
員
強
化
に
よ
る
失
業
対
策
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
は
す
で
に
七
月
四

日
厚
生
次
官
よ
り
各
府
県
に
対
し
指
示
し
て
お
り
（
ほ
）
、
八
月
十
三
日
に
は
陸
軍
省
が
失
業

対
策
要
綱
を
、
八
月
二
十
四
日
に
は
厚
生
・
商
工
両
次
官
が
通
牒
を
出
し
て
お
り
（
崇
、
九
月

十
二
日
に
は
商
工
省
が
転
業
対
策
を
出
し
た
。
十
月
五
日
に
な
る
と
再
々
度
厚
生
次
官
よ
り
各

府
県
知
事
に
通
牒
が
出
さ
れ
て
い
る
（
崇
。
そ
れ
に
ょ
る
と
、
「
物
資
動
員
ノ
強
化
二
依
り
生

ズ
べ
キ
失
業
ノ
防
止
及
救
済
二
閑
シ
テ
ハ
、
八
月
二
十
四
日
厚
生
省
発
職
第
四
九
号
厚
生
・
商

工
両
次
官
依
命
通
牒
ノ
次
第
モ
有
之
候
処
、
今
回
第
二
予
備
金
ヨ
リ
経
費
ヲ
支
出
シ
別
紙
失
業

対
策
施
設
要
綱
二
依
り
救
済
施
設
ヲ
訴
ズ
ル
コ
ト
ト
相
成
候
（
後
略
）
」
と
述
べ
、
財
源
を
第

二
予
備
金
の
支
出
で
ま
か
な
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
通
牒
に
よ
っ
て
「
失
業
対
策
施
設

要
綱
」
が
決
ま
り
、
①
失
業
者
の
職
業
補
導
施
設
⑧
授
産
及
び
内
職
施
設
助
成
（
以
上
失
業
対

策
部
所
管
）
◎
生
業
授
護
④
地
方
改
善
応
急
施
設
（
以
上
社
会
局
所
管
）
⑨
預
金
部
資
金
融
通

（
失
業
対
策
部
所
管
）
■
の
、
五
項
目
の
対
策
を
具
体
的
に
掲
げ
て
い
る
。

し
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
一
般
的
な
物
資
動
員
強
化
に
よ
る
失
業
者
の
救
済
施
設
の
中
に
、

は
じ
め
て
前
記
傍
点
の
よ
う
に
「
地
方
改
善
応
急
施
設
」
が
出
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

十
月
七
日
の
厚
生
省
失
業
対
策
部
長
か
ら
各
府
県
知
事
宛
の
「
物
資
動
員
ノ
強
化
二
依
ル
失
業

者
ノ
救
済
施
設
三
関
ス
ル
件
」
　
通
牒
（
禁
に
も
、
そ
の
前
文
に
、
「
尚
融
和
事
業
対
象
地
区
多

キ
府
県
二
在
リ
テ
ハ
社
会
局
長
通
牒
ノ
趣
旨
二
鑑
ミ
特
二
関
係
方
面
卜
密
接
ナ
ル
連
絡
ノ
下
二

実
施
計
画
ノ
樹
立
相
成
虔
為
念
」
と
い
う
「
ナ
オ
蕃
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
政
府
が
、
十
月
段
階
に
至
っ
て
は
じ
め
て
部
落
に
対
し
て
応
急
対
策
を
立
て
た

の
で
あ
る
が
、
す
で
に
こ
れ
よ
り
発
き
八
月
二
日
付
で
、
中
央
融
和
事
業
協
会
が
、
陸
海
軍
大

臣
・
被
服
本
願
長
宛
に
陳
情
書
を
提
出
し
て
い
た
こ
と
な
ど
運
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
政
府
は
部
落
の
失
業
問
題
を
と
り
あ
げ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
月

五
日
の
厚
生
次
官
通
牒
の
「
地
方
改
善
応
急
施
設
」
を
み
ょ
う
。

①
転
業
奨
励
施
設
と
し
て
S
転
業
資
金
融
通
回
就
職
仕
度
金
給
与
が
あ
る
。
S
は
軍
需
産
業
の

下
請
そ
の
他
段
販
産
業
等
へ
転
業
し
ょ
う
と
す
る
業
者
が
、
小
額
の
転
業
資
金
を
必
要
と
す
る

者
に
一
世
帯
平
均
七
〇
円
、
予
算
総
額
一
四
万
円
の
範
囲
内
で
府
県
融
和
団
体
を
通
し
て
資

金
の
融
通
を
す
る
。
回
は
転
職
者
の
就
職
仕
度
金
の
給
与
を
必
要
と
す
る
者
に
l
人
平
均
l
〇

円
、
予
算
総
額
六
万
円
の
範
囲
内
で
給
与
す
る
。

㊥
協
同
施
設
と
し
て
」
軍
需
品
・
民
需
品
の
受
註
等
に
関
し
配
給
の
円
滑
公
平
、
材
料
・
製
品

の
共
同
処
理
の
た
．
め
組
合
な
ど
共
同
施
設
を
つ
く
ら
せ
、
そ
の
経
費
と
し
て
一
施
設
平
均
三
〇

〇
円
、
予
算
総
額
六
万
六
千
円
の
範
囲
内
で
補
助
す
る
。

◎
失
業
者
応
急
救
済
施
設
と
し
て
、
年
齢
・
体
格
等
の
事
情
で
段
賑
産
業
等
に
就
職
不
可
能
に

し
て
生
活
困
難
な
者
に
、
地
方
公
共
団
体
の
行
う
簡
易
な
土
木
工
事
等
に
ょ
り
生
活
費
を
得
さ

し
め
る
た
め
に
要
す
る
経
費
と
し
て
、
労
力
費
一
人
一
日
平
均
一
円
、
予
算
総
琴
三
万
八
千
円

の
範
囲
内
で
補
助
す
る
。

④
指
導
諸
費
と
し
て
S
職
業
裕
導
訓
練
費
一
回
六
〇
人
、
二
〇
〇
円
、
予
算
総
額
l
万
円
の
範

囲
で
精
神
訓
練
を
主
と
し
た
軍
需
産
業
等
へ
就
職
容
易
な
ら
し
む
る
た
め
の
短
期
の
予
備
訓
練

費
伺
指
導
費
と
し
て
地
方
改
善
応
急
施
設
費
補
助
事
業
の
実
施
に
当
り
「
地
区
民
」
　
（
部
落
住

民
）
に
時
局
認
識
の
徹
底
、
自
覚
更
生
気
運
の
振
起
、
本
事
業
の
遂
行
円
滑
の
た
め
府
県
事
業

費
に
予
算
総
額
二
万
二
八
〇
〇
円
の
範
由
内
で
補
助
す
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
地
方
改
善
応
急
施
設
」
と
し
て
、
部
落
の
商
工
業
者
・
住
民

に
対
す
る
失
業
・
転
職
対
策
と
し
て
は
じ
め
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
転
業
奨
励
施
設
と
し

て
の
転
業
資
金
融
通
は
一
世
帯
平
均
七
〇
円
、
就
職
支
度
金
は
一
人
平
均
一
〇
円
と
い
う
額
で

あ
り
、
さ
ら
に
失
業
者
に
は
労
力
費
一
人
一
日
平
均
l
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
予
算
の
範
囲
内
で
補

助
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
金
額
か
ら
い
っ
て
も
間
に
合
わ
せ
の
も
の
で
あ
っ
た
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

十
月
五
日
厚
生
省
社
会
局
長
名
の
通
達
（
空
は
、
「
今
次
事
変
特
二
物
資
調
整
強
化
二
依
り

寮
改
善
の
地
区
民
ノ
生
業
二
及
ボ
シ
タ
ル
影
響
ハ
相
当
深
刻
ナ
ル
キ
ノ
ア
ル
ニ
鑑
、
、
、
」
前
述
の

厚
生
次
官
通
牒
の
と
お
り
第
二
予
備
金
を
支
出
し
、
「
地
方
故
事
応
急
施
設
」
を
詰
ず
る
こ
と

と
な
っ
た
と
し
て
、
各
府
県
管
下
「
要
改
着
地
区
」
に
対
す
る
適
切
な
計
画
を
樹
立
し
至
急
国

庫
補
助
の
申
請
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
「
地
方
改
善
応
急
施
設
費
補
助
事
業
実
施
要

綱
」
（
1
7
）
は
、
「
自
カ
ニ
依
ル
職
業
転
換
困
難
ナ
ル
要
改
善
地
区
民
ノ
転
業
ノ
横
棒
的
促
進
、

内
容
ノ
改
善
二
依
ル
現
業
ノ
安
定
其
ノ
他
保
護
救
済
ノ
方
途
ヲ
辞
ジ
地
方
改
善
ノ
使
命
達
成
」

を
目
的
と
し
て
お
り
、
「
地
区
民
二
対
シ
今
次
物
資
調
整
ノ
英
二
避
ク
べ
カ
ラ
ザ
ル
所
以
ヲ
十

分
了
得
セ
シ
メ
」
、
国
庫
補
助
は
、
府
県
の
本
事
業
の
経
費
ま
た
は
補
助
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
支
出
方
法
は
、
前
述
十
月
五
日
の
「
地
方
改
善
広
急
施
設
」
に
挙
げ
ら
れ
た
事
業
の
補
助

と
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
「
失
業
者
生
業
援
護
補
助
」
が
、
政
府
か
ら
各
府
県
に

支
出
さ
れ
て
く
る
。

右
の
「
失
業
者
生
業
援
護
費
補
助
」
に
つ
い
て
本
稿
の
一
項
で
京
都
府
の
具
体
例
二
九
人
に

つ
い
て
詳
記
し
た
の
で
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
（
第
2
表
）
。

厚
生
省
で
は
、
失
業
対
策
の
重
要
性
を
考
え
て
、
失
業
対
策
事
務
打
合
会
を
、
十
月
十
二
日

か
ら
全
国
五
カ
所
で
開
き
、
打
合
事
項
の
四
番
目
に
「
地
方
改
善
応
急
施
設
に
関
す
る
事
項
」

a

l

ノ

　

　

　

　

　

　

≠
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を
入
れ
て
論
議
し
て
い
る
（
望
。

三
　
融
和
団
体
の
対
応

一
九
三
八
年
（
昭
和
十
三
）
六
月
十
四
・
十
五
日
厚
生
省
で
開
か
れ
た
、
厚
生
省
・
各
府
県

社
会
事
業
主
事
・
中
央
融
和
事
業
協
会
お
よ
び
各
府
県
融
和
団
体
な
ど
に
よ
る
昭
和
十
三
年
度

全
国
融
和
事
業
協
議
会
で
は
、
協
議
決
定
事
項
と
し
て
（
望
、

①
「
時
局
二
対
処
ス
べ
キ
融
和
事
業
ノ
具
体
的
方
策
」
の
六
項
と
し
て
、
「
特
有
産
業
二
就
テ

ハ
殊
：
原
材
料
ノ
供
給
ヲ
円
滑
ナ
ラ
シ
メ
、
全
国
的
連
合
磯
閑
ノ
設
置
及
ビ
之
ガ
生
産
販
売
二

関
シ
指
導
斡
旋
ス
ル
コ
ト
」
、
七
項
と
し
て
「
軍
需
工
業
等
へ
積
極
的
二
転
換
進
出
セ
シ
ム
ル

コ
ト
」
を
決
定
。

㊥
「
昭
和
十
三
年
度
融
和
事
業
遂
行
上
特
：
留
意
ス
べ
キ
点
」
で
は
、
二
項
と
し
て
「
自
覚
更

生
施
設
二
関
ス
ル
事
項
」
の
中
で
「
地
区
各
般
：
亘
ル
実
態
ヲ
調
査
シ
之
ヲ
基
本
ト
シ
テ
適
正

ナ
ル
更
生
計
画
ヲ
樹
立
実
行
」
し
、
「
前
項
ノ
指
導
二
当
リ
テ
ハ
現
状
二
照
シ
特
二
職
業
転
換

及
ビ
移
住
等
二
関
ス
ル
計
画
ヲ
加
へ
シ
ム
ル
コ
ト
」
を
挙
げ
、
四
項
で
は
「
就
職
適
格
者
ノ
養

成
及
ビ
之
ガ
露
介
斡
旋
：
努
ム
ル
等
職
業
ノ
転
換
進
出
：
閑
シ
横
極
的
二
指
導
ス
ル
コ
ト
」
を

加
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、
日
中
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て
一
年
未
満
の
、
ま
だ
本
格
的
統
制
以
前
で
あ
る
の
で
、

「
原
材
料
ノ
供
給
ヲ
円
滑
ナ
ラ
シ
メ
」
る
と
か
「
自
覚
厚
生
施
設
」
の
充
実
と
い
う
考
え
方
で

職
業
転
換
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
協
議
概
要
」
を
み
る
と
中
央
融
和
事
業
協
会
常
務

は
、
「
内
部
自
覚
に
就
て
軍
需
工
業
の
盛
な
る
に
伴
ひ
進
出
の
椒
会
を
作
る
と
か
、
職
業
転
換

を
為
す
等
、
或
は
分
散
、
満
州
移
住
の
如
き
、
此
の
機
会
に
於
て
特
に
融
和
事
業
と
し
て
実
施

す
べ
き
も
の
大
な
り
と
考
へ
る
」
（
2
0
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
軍
需
工
業
の
盛
行
に
乗
じ
て

有
利
に
職
業
転
換
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
統
制
強
化
に
よ
る
失
業
お
よ
び
転

業
職
等
で
は
な
か
っ
た
。
福
井
県
の
代
表
は
、
「
聴
業
問
題
に
託
て
煉
業
を
棄
て
る
と
い
ふ
丈

で
な
く
、
人
的
資
源
の
点
よ
り
考
へ
て
現
在
の
職
業
国
策
が
樹
立
さ
れ
ゝ
ば
、
融
和
事
業
の
大

半
が
包
ま
れ
る
と
思
ふ
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
国
策
を
樹
立
す
れ
ば
画
期
的
進
展
が
出
来
よ

う
」
と
楽
天
的
に
考
え
て
い
る
（
2
1
）
。
一
方
こ
れ
に
対
し
て
群
馬
県
の
代
表
は
、
　
「
l
部
は
軍

需
工
場
に
入
っ
た
者
は
あ
る
が
、
大
多
数
の
人
々
に
取
っ
て
職
業
転
換
は
困
難
で
あ
る
」
と
し

て
い
る
（
望
。
ま
た
大
阪
の
代
表
は
、
今
時
の
事
変
の
国
策
遂
行
上
、
輸
入
統
制
の
結
果
、
国

内
の
皮
革
が
欠
乏
し
、
革
業
界
・
加
工
業
間
に
影
響
し
て
原
料
が
高
騰
し
、
深
刻
に
憂
慮
す
べ

き
現
状
で
あ
る
と
し
て
、
騰
貴
の
状
況
を
述
べ
た
。
大
阪
で
は
革
原
料
が
入
手
で
き
ず
、
千
数

百
戸
が
失
業
状
態
で
あ
り
、
ま
た
高
知
県
で
は
踪
棉
・
竹
皮
の
値
上
り
と
統
制
で
失
業
状
態
で

、

′

■

　

　

　

　

　

飽

あ
る
、
兵
庫
県
で
は
皮
革
の
不
足
・
値
上
り
で
生
活
の
脅
威
を
感
じ
た
り
、
利
益
を
得
た
り
で

あ
る
、
と
報
告
し
て
い
る
（
望
。

と
こ
ろ
が
一
九
三
八
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
状
況
が
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。
こ
れ
は

生
産
・
配
給
の
本
格
的
統
制
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
た
。
中
央
融
和
事
業
協
会
は
、
物
資

統
制
が
と
く
に
部
落
に
影
響
が
大
き
く
失
業
救
済
の
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
l
九
三
八
年
八
月

二
日
付
で
陸
海
軍
大
臣
・
被
服
本
廠
長
に
宛
て
て
陳
情
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
重
要
な

の
で
全
文
掲
げ
る
（
巴
。

陳
情
音

今
般
物
資
の
統
制
に
よ
る
失
業
者
の
救
済
に
就
て
ほ
軍
当
局
に
於
か
せ
ら
れ
て
は
格
別
の

御
高
配
を
賜
り
感
謝
に
堪
え
ざ
る
次
第
に
御
座
候
、
然
る
に
去
七
月
l
日
よ
り
実
施
せ
ら
れ

た
る
皮
革
の
使
用
制
限
等
に
依
り
、
従
来
専
ら
民
需
の
生
産
に
従
事
し
居
た
る
融
和
事
業
関

係
地
区
民
二
万
人
（
現
在
数
）
は
失
業
の
己
む
な
き
に
立
至
り
候
処
、
此
等
地
区
民
は
零
細

の
貨
銀
を
以
て
僅
か
に
糊
口
の
資
に
充
て
居
た
る
も
の
に
し
て
些
の
貯
巻
無
く
多
数
の
家
族

を
擁
し
窮
迫
焦
慮
し
居
る
状
況
に
し
て
、
此
の
飽
放
置
す
る
に
於
て
ほ
或
は
不
測
の
禍
を
惹

起
す
や
も
計
り
難
く
侯
、
就
て
は
関
係
当
局
と
も
協
議
し
之
が
対
策
に
腐
心
致
し
居
候
へ

共
、
此
の
際
と
し
て
は
軍
部
御
当
局
の
絶
大
な
る
御
同
情
御
高
配
に
俵
に
非
れ
ば
容
易
に
打

開
の
道
を
発
見
し
得
ざ
る
次
第
に
有
之
倹
条
、
宜
敷
御
配
慮
被
下
度
、
特
に
左
記
各
項
に
付

格
別
の
御
措
置
腸
度
、
尤
も
軍
当
局
発
註
の
条
件
に
応
ず
る
為
工
業
組
合
の
結
成
、
設
備
の

充
足
、
技
術
の
向
上
、
従
業
員
の
精
神
的
訓
練
等
些
関
し
て
は
能
ふ
限
り
努
力
し
適
正
な
る

製
品
上
納
の
用
意
有
之
候
粂
何
卒
宜
数
御
願
申
上
皮
此
段
及
陳
情
慎
也
、

記

一
、
製
革
製
靴
等
の
御
注
文
を
相
当
量
御
下
命
あ
り
た
き
こ
と

一
、
軍
需
用
の
製
革
製
靴
に
付
特
に
必
要
な
る
技
術
指
導
の
た
め
閑
係
官
を
御
派
遣
あ
り
た

き
こ
と

二
軍
事
用
の
製
革
製
靴
工
場
等
に
於
て
は
今
回
塵
職
者
を
優
先
的
に
傭
入
れ
し
む
る
こ

と
、
而
し
て
之
が
為
採
用
条
件
を
緩
和
せ
し
む
る
等
の
御
斡
旋
を
得
た
き
こ
と

「
転
職
を
可
能
と
す
る
者
に
就
て
は
黄
管
下
各
作
業
庁
並
に
民
間
関
係
工
場
等
に
於
て
成

る
可
く
採
用
条
件
を
緩
和
し
優
先
的
に
傭
人
せ
ら
る
ゝ
様
御
高
配
を
得
た
き
こ
と

こ
の
陳
情
書
は
、
皮
革
の
使
用
制
限
に
よ
っ
て
部
落
産
業
と
し
て
の
皮
革
業
・
製
靴
業
に
大

打
撃
を
う
け
た
部
落
住
民
が
、
工
業
組
合
の
結
成
、
設
備
の
充
実
、
技
術
の
向
上
な
ど
に
努
力

し
て
軍
部
の
製
革
製
靴
の
発
注
、
採
用
条
件
の
緩
和
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
に
よ
っ
て
生
活
を

維
持
し
ょ
う
と
し
て
請
願
し
た
の
で
あ
る
。
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」
れ
よ
り
発
き
七
月
二
十
八
日
近
畿
二
雁
五
県
の
皮
革
関
係
同
業
者
が
集
ま
り
協
議
し
、
八

月
五
日
に
は
近
畿
融
和
連
盟
近
畿
地
方
皮
革
関
係
業
者
応
急
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、
皮
革
関

係
応
急
対
策
・
皮
革
製
造
業
者
対
策
・
製
靴
同
業
者
対
策
・
原
料
皮
革
卸
小
売
業
者
対
策
・
鼻

緒
同
業
者
対
策
・
靴
修
繕
者
対
策
な
ど
を
具
体
的
に
考
究
す
る
と
と
も
に
、
陸
軍
・
厚
生
・
商

工
の
三
省
に
対
し
て
、
近
畿
融
和
連
盟
代
蓑
者
・
皮
革
関
係
業
者
代
表
者
（
組
合
の
理
事
長
ク

ラ
ス
）
が
集
ま
っ
て
陳
情
書
を
提
出
し
た
（
望
。

こ
の
陳
情
署
は
、
陸
軍
省
に
対
し
て
、
民
間
在
庫
品
の
適
合
品
の
買
上
げ
、
不
適
合
品
の
民

需
品
払
い
下
げ
、
軍
靴
軍
需
品
の
製
造
は
特
定
者
以
外
で
も
あ
る
程
度
の
蔑
模
を
持
つ
も
の
に

指
定
請
負
を
配
慮
、
厚
生
省
に
対
し
て
は
皮
革
関
係
者
の
失
業
救
済
・
対
策
を
府
県
知
事
に
慎

重
考
慮
を
求
め
、
転
業
転
職
資
金
の
交
付
を
、
商
工
省
に
対
し
て
陸
軍
省
へ
の
要
望
と
は
ぼ
同

様
の
内
容
で
要
望
し
た
の
で
あ
る
。

（ママ）

七
月
二
十
九
日
の
近
畿
二
府
五
県
皮
革
関
係
葉
音
六
〇
余
名
の
会
同
で
は
、
「
原
料
沸
底
の

た
め
休
業
せ
る
者
、
転
業
の
困
難
、
取
引
停
止
状
態
、
生
活
脅
威
を
感
ず
る
」
業
者
が
多
か
っ

た
の
で
あ
る
（
聖
。
中
央
融
和
事
業
協
会
は
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
　
「
皮
革
関
係
業
者
各
位
へ
」
を
配

布
し
て
、
皮
革
関
係
業
者
に
対
し
て
「
聖
戦
の
目
的
を
貫
徹
す
る
た
め
に
」
国
民
精
神
総
動
員

や
物
資
統
制
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
皮
革
使
用
制
限
も
こ
の
趣
旨
か
ら
で
あ
っ
て
、
従

業
者
の
打
撃
は
重
大
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
甘
ん
じ
て
忍
ぶ
こ
と
を
求
‥
讐
現
在
の
ス
ト
ッ
ク

晶
の
制
限
の
一
部
緩
和
と
革
靴
・
毛
皮
等
の
注
文
で
、
業
者
が
一
息
つ
い
た
け
れ
ど
も
、
物
資

統
制
が
長
期
に
わ
た
る
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
、
と
分
析
し
た
。
こ
の
結
果
、
業
者
に
対
し
①
軍

需
工
業
方
面
へ
の
転
職
⑧
輸
出
方
面
へ
の
転
職
㊥
そ
の
ほ
か
将
来
性
あ
る
職
業
へ
の
転
職
④
代

用
品
利
用
に
ょ
る
現
職
業
の
維
持
①
満
州
移
住
に
向
か
う
も
の
に
対
す
る
府
県
社
会
誅
・
融
和

団
体
の
指
導
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
（
巴
。

四
　
全
国
水
平
社
の
対
応

一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
）
九
月
の
全
国
水
平
社
拡
大
中
央
委
員
会
は
、
七
月
に
は
じ
ま
る

日
中
戦
争
に
つ
い
て
、
「
こ
と
こ
上
に
至
っ
た
以
上
は
国
民
と
し
て
の
非
常
時
居
に
対
す
る
認

識
を
正
当
に
把
塩
し
『
挙
国
一
致
』
に
積
極
的
に
参
加
せ
ね
は
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
日
中
戦
争

を
肯
定
的
に
う
け
と
め
、
「
挙
国
一
致
」
の
た
め
に
は
身
分
的
差
別
を
存
続
さ
せ
て
は
な
ら

ず
、
そ
の
た
め
に
「
差
別
事
象
の
土
台
を
な
し
て
い
る
部
落
経
済
の
組
織
化
と
向
上
を
囲
り
、

以
て
非
常
時
経
済
状
勢
の
苦
難
を
切
抜
け
る
」
と
い
う
方
針
を
提
起
し
た
（
翌
。
そ
し
て
具
体

的
活
動
方
針
と
し
て
、
出
動
兵
士
家
族
の
救
援
活
動
と
国
民
融
和
を
め
ざ
す
差
別
の
解
決
、
部

落
大
衆
の
窮
乏
生
活
の
克
服
、
を
掲
げ
て
い
る
。
日
中
戦
争
は
貧
困
な
部
落
大
衆
に
大
き
な
影

J

皆
を
あ
た
え
た
が
、
全
国
水
平
社
は
農
業
転
お
け
る
貪
魚
層
と
、
工
薬
に
お
け
る
皮
革
・
油
脂

・
製
靴
・
履
物
な
ど
小
資
本
の
手
工
業
、
零
細
な
資
本
に
よ
る
商
業
な
ど
部
落
住
民
の
生
活
の

低
さ
が
差
別
観
念
を
存
続
さ
せ
る
、
と
し
て
部
落
大
衆
の
生
活
向
上
を
掲
げ
た
。
日
中
戦
争
に

ょ
る
「
非
常
時
経
済
」
に
よ
っ
て
部
落
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
予
測
し
た
拡
大
中
央

委
は
、
生
産
流
通
の
同
業
組
合
や
農
村
組
合
を
つ
く
る
こ
と
を
横
極
的
に
呼
び
か
け
た
の
で
あ

る。

一
九
三
八
年
（
昭
和
十
三
）
六
月
拡
大
中
央
委
が
決
定
し
た
「
新
綱
領
と
運
動
方
針
大
綱
」

等
は
、
全
国
水
平
社
の
路
線
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
融
和
事

業
施
設
の
拡
充
を
挙
げ
、
部
落
産
業
の
救
済
を
図
り
戦
時
経
済
体
制
に
順
応
す
る
振
興
策
を
確

立
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

つ
ぎ
に
そ
の
「
実
践
要
項
」
と
し
て
、
「
当
時
に
於
け
る
社
会
的
諸
条
件
が
劣
悪
で
あ
っ
た

だ
け
、
今
次
事
変
に
よ
る
部
落
へ
の
影
響
は
一
般
に
一
層
強
く
響
い
て
い
る
」
と
分
析
し
、
活

動
の
重
点
を
「
実
行
組
合
」
の
組
織
化
に
置
く
こ
と
に
し
た
。
「
実
行
組
合
」
は
部
落
の
伝
統

的
慣
習
的
共
同
組
織
を
生
か
し
て
、
個
人
本
位
の
生
活
か
ら
部
落
一
体
の
協
同
生
活
を
つ
く

り
、
部
落
の
共
同
と
団
結
、
親
密
な
相
互
扶
助
、
連
帯
責
任
感
の
美
風
を
も
と
に
生
活
の
振
興

と
安
定
を
は
か
り
、
国
民
精
神
総
動
員
の
趣
旨
に
添
わ
ん
と
す
渇
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い

る
。
「
実
行
鼠
合
」
は
、
部
落
の
五
人
組
、
町
の
隣
組
を
単
位
と
し
て
経
済
部
・
援
護
部
な
ど

五
つ
の
部
門
を
置
き
、
当
面
の
実
践
事
項
と
し
て
、
銃
後
活
動
の
強
化
と
経
済
的
共
同
事
業
を

お
こ
な
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
八
年
十
一
月
の
全
水
第
十
五
回
全
国
大
会
に
な
る
と
、
そ
の
第
一
号
議
案
「
銃
後
部

落
厚
生
運
動
に
関
す
る
件
」
が
常
任
中
央
委
か
ら
連
出
さ
れ
た
（
聖
。
そ
の
提
案
理
由
は
、
都

市
に
お
い
て
は
物
資
動
員
に
よ
り
産
業
関
係
者
の
失
業
・
離
職
、
平
和
産
業
の
収
入
減
、
中
小

商
工
業
の
金
融
途
絶
、
価
格
統
制
に
よ
る
作
業
難
、
集
村
で
は
応
召
、
重
工
業
へ
の
転
出
等
に

ょ
る
労
力
不
足
、
農
産
物
価
と
消
費
関
係
の
不
均
衡
、
公
設
加
重
に
よ
る
経
営
難
、
地
方
予
算

緊
縮
に
よ
る
自
由
労
働
者
の
収
入
減
等
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
部
落
の
現
状
と
そ
の
構
造

的
源
由
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
析
し
た
。
す
な
わ
ち
部
落
産
業
で
あ
る
皮
革
・
製
靴
履
物
表
の
各

製
造
部
門
の
「
磯
波
的
打
撃
」
、
都
市
出
稼
ぎ
中
の
農
村
青
年
の
応
召
な
ど
に
よ
り
部
落
に
残

る
の
は
、
行
商
人
・
自
由
労
働
者
二
手
工
業
者
で
あ
る
た
彗
全
国
を
通
じ
て
一
般
国
民
に
比

し
ひ
と
し
お
生
活
難
の
状
態
に
あ
る
、
物
資
動
員
に
よ
る
失
業
問
題
は
、
今
次
事
変
に
よ
り
当

面
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
部
落
産
業
は
、
退
嬰
的
過
程
を
辿
り
つ
つ
あ
っ
た
も
の
が
重
工

業
に
転
換
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
性
質
の
も
の
が
、
た
ま
た
ま
事
変
の
影
響
を
う

け
、
「
磯
波
的
打
撃
」
を
う
け
た
も
の
で
、
今
度
の
統
制
は
長
期
建
設
の
た
め
に
い
っ
そ
う
強

q

ヽ
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蓼化されることは必須の事実であるので、「東亜建設の過程に於ける今後の物資経

済
動
向
の
充
実
に
考
究
知
悉
し
誤
り
な
き
根
本
方
針
を
樹
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
し
て

いる。こ
の
よ
う
に
全
国
水
平
社
は
、
部
落
産
業
が
日
中
戦
争
の
以
前
か
ら
衰
退
し
て
お
り
、
重
工

業
に
転
換
す
べ
き
も
の
が
日
中
戦
争
に
よ
っ
て
一
時
に
「
磯
減
的
打
撃
」
を
う
け
た
も
の
と
判

断
し
、
そ
こ
か
ら
つ
ぎ
の
「
当
面
の
任
務
」
を
掲
げ
た
。

U
都
市
　
①
殿
賑
産
業
へ
の
転
業
転
職
㊤
協
同
組
合
の
組
織
化
④
消
費
生
活
の
協
同
化

旭
農
村
　
①
手
工
業
・
行
商
人
・
自
由
労
働
者
の
重
工
業
へ
の
転
換
④
農
業
経
営
者
の
協
同

組
合
化
（
地
主
・
小
作
人
の
全
体
主
義
的
協
同
化
）
③
国
策
移
民
の
遂
行
、
農
村

の
工
業
化

囲
そ
の
他
　
地
区
整
理

全
国
水
平
社
は
、
日
中
戦
争
の
ぼ
っ
発
に
よ
っ
て
そ
の
運
動
方
針
を
戦
争
協
力
の
方
向
に
す

す
め
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
こ
へ
物
資
動
員
に
よ
る
部
落
住
民
へ
の
経
済
的
打
撃
を
う
け
た

た
め
に
、
そ
の
経
済
対
策
は
現
実
的
具
体
的
で
き
わ
め
て
詳
細
な
も
の
に
な
っ
た
も
の
の
、
基

本
的
に
は
大
政
巽
賛
体
制
の
枠
内
で
の
融
和
主
義
的
経
済
対
策
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
ぴ

こ
の
論
考
で
は
ま
ず
、
部
落
経
済
更
生
運
動
の
破
綻
と
融
和
事
業
完
成
十
力
年
計
画
が
は
じ

ま
っ
た
時
点
で
日
中
戦
争
と
な
り
、
戦
争
遂
行
の
た
め
の
物
資
動
員
・
物
資
調
整
計
画
が
、
一

九
三
八
年
六
月
生
産
配
給
統
制
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、
こ
れ
が
皮
革
・
製
靴
業
そ
の
他
部
落
産

業
に
深
刻
な
打
撃
を
あ
た
え
、
部
落
住
民
の
貪
困
に
拍
車
を
か
け
た
実
態
を
明
ら
か
に
し

た。

つ
ぎ
に
、
失
業
・
転
業
転
職
が
部
落
外
住
民
な
ら
び
に
部
落
住
民
に
き
び
し
く
あ
ら
わ
れ
て

き
た
た
め
に
、
政
府
は
l
応
の
対
策
を
立
て
、
部
落
住
民
に
も
応
急
施
設
を
講
じ
た
経
緯
を
述

べ
た
。
こ
の
対
策
は
し
か
し
政
府
予
備
金
を
一
部
支
出
す
る
こ
と
で
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
抜
本
的
対
策
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
戦
局
の
悪
化
と
と
も
に
「
非
常
時
局
」

に
お
け
る
国
民
精
神
総
動
員
体
制
と
そ
の
運
動
た
く
り
込
ま
れ
て
、
次
第
に
そ
の
対
策
の
本
来

的
独
自
性
が
失
な
わ
れ
て
い
く
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
経
過
に
つ
い
て
は
ま
だ
詳
し
く
触

れ
て
い
な
い
が
、
そ
う
い
う
見
通
し
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
部
落
住
民
の
物
資
動
員
に
ょ
る
影
響
に
対
し
て
、
融
和
団
体
と
水
平
社
の
対
応
を
見

た
。
融
和
団
体
は
、
政
府
と
の
伝
統
的
な
協
調
に
よ
っ
て
、
こ
の
場
合
も
経
済
的
保
護
を
政
府

に
積
極
的
に
働
き
か
け
、
一
定
の
対
策
を
引
き
出
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
融
和
団
体
の
対

■

■

■

　

　

　

　

　

i

策
要
求
は
き
わ
め
て
具
体
的
で
あ
り
、
部
落
住
民
の
生
活
向
上
・
権
利
獲
得
に
効
果
を
も
っ
て

い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
決
定
的
な
問
題
解
決
に
な
ら
ず
、
戦
局
の
進
展
に
よ

り
、
わ
ず
か
の
対
策
を
政
府
か
ら
引
き
出
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

全
国
水
平
社
は
、
日
中
戦
争
の
開
始
と
と
も
に
戦
術
を
変
更
し
、
解
放
運
動
の
目
的
方
法
を

融
和
化
し
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
経
済
対
策
は
、
地
域
の
部
落
内
に
あ
る
共
同
体
的

慣
習
・
伝
統
に
依
存
し
な
が
ら
、
生
活
を
守
る
対
応
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
上
の
具
体
化
に

は
、
行
政
と
の
対
立
か
ら
困
難
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
水
平
社
は
、
そ
の
運
動
の
重
要

な
経
済
対
策
の
方
向
も
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
一
九
三
九
年
∴
四
〇
年
の
実
態
を
は
じ
め
敗
戦
ま
で
の
未
解
放
部

落
の
す
が
た
を
明
ら
か
に
し
て
、
太
平
洋
戦
争
下
の
構
造
的
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た

戦
争
が
、
差
別
の
温
存
に
つ
い
て
ど
う
か
か
わ
っ
た
か
を
、
さ
ら
に
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き

たい。（註1）
（註2）

（註3）
（註4）

（註5）
（註6）

（註7）
（註9）

（註10）
（註11）

（註12）
（註13）

戦
時
下
の
部
落
問
題
研
究
は
、
部
落
問
題
研
究
所
刊
の
『
水
平
運
動
史
の
研
究
』
第
五
巻
所
暇

の
各
府
県
水
平
社
の
項
、
『
同
上
』
第
六
巻
所
僻
の
「
戦
時
下
の
水
平
運
動
」
（
藤
谷
俊
雄
）
、
「
融

和
運
動
と
政
策
」
（
成
沢
栄
芳
）
な
ど
が
あ
り
、
『
東
京
部
落
解
放
研
究
』
第
七
号
所
取
の
古
賀
誠

三
郎
「
東
京
水
平
社
と
皮
革
産
業
労
働
者
」
お
よ
び
『
部
落
解
放
研
究
』
弟
一
七
号
所
厳
の
同
「
近

代
被
差
別
部
落
社
会
経
済
史
研
究
試
論
－
東
京
を
例
と
し
て
」
、
『
部
落
解
放
』
二
二
二
号
所
戦
の

秋
定
嘉
和
「
戦
時
下
に
お
け
る
融
和
思
想
の
転
回
」
な
ど
が
あ
る
。
以
上
の
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果

が
あ
る
も
の
の
、
ま
だ
研
究
の
広
が
り
と
決
化
は
こ
れ
か
ら
で
、
成
沢
栄
穿
氏
も
戦
時
下
の
地
方

水
平
社
の
研
究
の
欠
如
を
指
摘
し
て
い
る
（
『
部
落
問
題
研
究
』
七
l
　
二
九
八
二
年
）
。

『
融
和
事
業
研
究
』
四
九
輯
四
六
貢

同
着
四
九
～
五
〇
貢

『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
（
岩
波
吾
店
）

同
者

木
田
徹
郎
「
戦
時
下
の
失
業
対
策
」
『
融
和
事
業
研
究
』
五
二
韓
。
木
田
は
商
工
省
官
吏

『
部
落
問
題
・
水
平
運
動
資
料
集
成
』
第
三
巻
（
三
一
番
房
刊
）
五
七
四
貢
以
下

「
母
子
保
護
・
済
生
会
・
公
益
法
人
・
地
方
改
善
・
擢
災
救
助
（
社
会
課
）
」
　
（
京
都
府
立
総

合
資
料
館
所
蔵
京
都
府
行
政
文
書
蒋
冊
昭
和
十
四
年
・
請
求
記
号
昭
1
4
1
1
0
5
）

「
近
代
総
合
年
表
」
、
木
田
前
掲
論
文
四
二
貫

『
融
和
事
業
研
究
』
五
一
輯
五
三
～
五
四
貢

同
者
五
一
輯
六
七
貢

同
着
五
二
輯
七
〇
貢
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（註14）
（註15）

（註16）
（註17）

（鞋18）
（註19）

（詮20）
（註21）

（註22）
（註23）

（註24）
（註25）

（牲26）
（牲27）

（詮28）

（鮭29）

厚
生
省
発
職
第
五
八
号

『
融
和
事
業
研
究
』
五
二
輯
七
三
貫
。
『
融
和
事
業
年
鑑
』
（
昭
和
十
四
年
版
）
三
九
貫

『
融
和
事
業
年
鑑
』
（
昭
和
十
四
年
版
）
四
四
貢
・
厚
生
省
発
社
務
九
三
号

『
融
和
事
業
年
鑑
』
（
昭
和
十
四
年
版
）
四
四
～
四
五
貢

同
者
五
四
貫

『
融
和
事
案
年
鑑
』
（
昭
和
十
四
年
版
）
五
七
貫
以
下

同
者
五
九
貢

同
者
六
二
貢

同
者
六
四
貢

同
者
六
五
貢
・
六
七
貢

『
融
和
番
茶
研
究
』
五
l
輯
七
〇
貫

同
者
七
二
頁

同
者
七
三
頁

同
者
七
三
～
七
四
貢

全
国
水
平
社
弟
十
五
回
全
国
大
金
観
衆
沓
（
『
水
平
運
動
史
の
研
究
』
弟
四
巻
一
五
六
～
l
六
一

貫）
『
水
平
運
動
史
の
研
究
』
第
四
巻
一
六
二
～
一
六
三
貫

（歴史学）
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